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人事行政の運営状況の公表
この公表は、川場村の人事行政の運営状況についてお知らせするものです。

◎任免及び職員数に関する状況
　職員数 （単位：人）
区　　分 令和６年度当初職員数 令和６年度退職者数 令和７年度採用者数 異動による配置換え 令和７年度当初職員数
保　健　師 ５ １ ０ ０   ４
栄　養　士 ０ ０ ０ ０   ０
一　般　職   47(1)     ２(1) １ ０ 46
技能労務職 ０ ０ ０ ０   ０
合　　計   52(1)     ３(1) １ ０ 50

※括弧内数字は再任用職員数。

◎給与の状況
　１人当たりの支給額（令和７年４月１日現在）

区　　分 職員の平均年齢 平均給料月額
一般行政職 42.3歳 320,600円
技能労務職 － －

　初任給基準
区　　分 大学卒 短大卒 高校卒
一般行政職 213,600円 201,000円 188,000円
技能労務職 213,600円 201,000円 183,500円

　手当制度
手　当　名 支　　給　　額　　等

扶養手当
・配偶者　月3,000円　・子　月11,500円
・その他　月6,500円
　（被扶養者のうち15歳～22歳の者は、5,000円加算）

通勤手当 ・自動車等で通勤する場合　通勤距離に応じ2,000円～31,600円
・公共交通機関を利用して通勤する場合、交通機関に係る運賃の額

住居手当 ・借家等居住　家賃に応じて支給（28,000円上限）
管理職手当 ・課長45,000円　参事38,000円　補佐31,000円

時間外勤務手当 ・ 勤務日における時間外勤務１時間につき当該職員の時間単価×1.25倍（深夜は1.5倍）
・ 週休日における時間外勤務１時間につき当該職員の時間単価×1.35倍（深夜は1.6倍）

休日勤務手当 ・勤務１時間につき当該職員の時間単価×1.35倍
管理職特別勤務手当 ・課長職　１回　6,000円　　・参事、補佐　１回　4,000円
宿日直手当 ・１回　4,400円

期末手当 一般職員　・６月期　1.25月分　　　特定管理職員　・６月期　1.05月分
　　　　　・12月期　1.25月分　　　　　　　　　　・12月期　1.05月分

勤勉手当 一般職員　・６月期　1.01月分　　　特定管理職員　・６月期　1.21月分　　　　
　　　　　・12月期　1.01月分　　　　　　　　　　・12月期　1.21月分　　　　

寒冷地手当 ・世帯主である職員　扶養親族の有無に応じて 11,400円～19,800円（５ヶ月間）
・その他の職員　 8,200円（５ヶ月間）

◎ラスパイレス指数（国家公務員給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準）
区　　分 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 
一般行政職 96.3 95.7 97.0 96.4

 ※全国市区町村平均　98.8　群馬県内市町村平均　98.4

◎職員福利厚生事業
　川場村互助会への補助金等

活動費補助 研修費補助 会員数 １人当たりの補助
令和４年度 　　　0円 　　　0円 65人 　　　0円
令和５年度 　　　0円 　　　0円 69人 　　　0円
令和６年度 　　　0円 　　　0円 63人 　　　0円
令和７年度 　　　0円 　　　0円 59人 　　　0円
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◎勤務時間その他の勤務条件の状況
　勤務時間、休憩・休息時間

区　　分 勤務時間 休憩時間始業時間 終業時間
一般行政職 午前８時30分 午後５時15分 60分

　年次有給休暇の取得状況
平均取得日数 消化率 ※R６.４.１～R７.３.3113.3 34.72％

　その他の休暇・育児休暇の取得状況
区　　分 病気休暇 介護休暇 育児休業

令和６年度中に新規取得又は前年度より継続中の職員数 14人 ０人 ５人

　特別休暇の種類

有給休暇

○選挙権その他公民としての権利の行使○証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭○骨髄液の提供のため
の休暇○社会貢献活動のための休暇○結婚休暇〇不妊治療のための休暇○出産休暇○職員が生後満１年に達しない子の保育休暇○妻の出産休暇○生理休
暇○妊婦の通勤緩和のための休暇○妊産婦の健康診査等のための休暇○子の看護のための休暇○忌引休暇○父母の追悼のための法要休暇○夏季休暇○
地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊○地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難
な場合○地震、水害、火災その他の災害時において、出勤途中に身体の危険を回避する場合〇勤続年数10年毎のリフレッシュ休暇○その他村長が定める場合

無給休暇 ○介護休暇

◎公平委員会に係る業務の状況 （単位：件）
内　　容 要求件数

勤務条件に関する措置の要求 ０
不利益処分に関する不服申立て ０
その他 ０

◎分限及び懲戒処分の状況 （単位：人）
処　分　内　容 処分者数 処分事由

分限処分

免　職 ０
降　任 ０
休　職 ０
降　給 ０
失　職 ０

懲戒処分

免　職 ０
停　職 ０
減　給 ０
戒　告 ０
訓告等 ０

◎服務の状況 （単位：人）
区　　分 違反者数

命令に従う義務 ０
信用失墜行為の禁止 ０
秘密を守る義務 ０
職務に専念する義務 ０
政治行為の制限 ０
争議行為等の禁止 ０
営利企業従事制限 ０

　公務災害補償制度 （単位：件）

適用制度 件　数 災害の概要
地方公務員災害補償 ０
非常勤職員公務災害 ０

　勤務成績の評定 （単位：人）

評定時期 評定結果
成績良好 成績不良

令和７年１月 66 ２
合　　計 66 ２

◎研修及び勤務成績の評定の状況
　職員研修の実施状況 （単位：日）

研修区分 日数 研修内容等
研修所研修 13 群馬県自治研修センター
自主研修 ０

各種専門研修 ０
その他の研修 ９ 県町村会、利根沼田圏域等
合　　計 22

※動画配信研修は１科目につき１日分で集計

◎福祉及び利益の保護の状況
　福利厚生制度 （単位：人）

区　　分 受診者数 内　　　　容
総合健診 51 人間ドック
定期健診 74 健康診断
合　　計 125

◎令和６年度川場村情報公開条例・個人情報保護条例実施状況の公表 （単位：件）

区　　分 情報公開条例 個人情報保護条例
村長部局 その他 村長部局 その他

開 示 請 求 ２ ０ ０ ０

決
定
内
訳

開　　示 ０ ０ ０ ０
部分開示 ０ ０ ０ ０
不 開 示 ２ ０ ０ ０
そ の 他 ０ ０ ０ ０

不服申立て ０ ０ ０ ０
開 示 申 出 ０ ０ ０ ０
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対 象 者 子宮頸がん検診：20歳以上の偶数年齢の女性
　　　　　乳 が ん 検 診：40歳以上の偶数年齢の女性
　　　　　※上記以外の方でも、昨年度受診していなければ検診を受けることができます。
　　　　　　希望する方は担当までお申し込みください。
費　　用　無料
受診方法

令和７年度　子宮頸がん・乳がん検診のお知らせ

受診票がお手元にない方へ
①対象年齢外（今年度奇数年齢）の方
　昨年度に村の検診を受診していなければ受診可能です。希望する方は担当までお申し込みください。
②受診票を紛失した方
　受診票は５月末にお送りした検診のご案内（緑色の封筒）に同封して送付しています。
　お手元にない方には再発行が可能です。希望する方は担当までお申し込みください。

予約不要です。当日会場にお越しください。
月　日 受付時間 会　場

９月 ５日（金）
午後１時～２時 川場村保健センター９月12日（金）

９月22日（月）

実施期間：令和７年６月～12月
実施医療機関に予約をしてから受診してください。

医療機関名 電話番号 乳がん検診 子宮頸がん検診
久保産婦人科医院 23－1360 ○
国立病院機構沼田病院 23－2181 ○
塩崎医院 22－2451 ○
利根中央病院 22－4321 ○ ○
沼田脳神経外科循環器科病院 22－5052 ○ ○

集団検診

個別検診

健康福祉課 健康保険係（直通☎25－5074　内線165）

医療費が２割負担の方への配慮措置が終了します
　令和７年９月診療分をもちまして、医療費が２割負担の方の１ヶ月の外来医療の窓口負担を、１割負担の額から3,000
円以内の増加額に押さえる配慮措置（入院の医療費は対象外）が終了となります。
　令和７年10月診療分以降につきましては、本措置の終了に伴い、医療機関での窓口負担がこれまでよりも増えたり、高
額療養費等の給付額が少なくなる場合があります。

後期高齢者医療制度に関するお知らせ
健康福祉課 健康保険係（直通☎25－5074　内線164）

　下水道施設は、生活環境の改善や環境保全の役割を
果たすもので、各家庭から排出されるし尿や生活雑排
水は、そのまま水路や河川へ流すと自然環境へ悪影響
を与えるとともに、公衆衛生上好ましくありません。
衛生的で快適な生活を送るために、また、みんなで生
活環境・自然を守るために、下水道供用開始区域でま
だ接続されていないご家庭は、早めに水洗化工事を行
い下水道に接続してください。
　なお、接続工事は村の指定工事業者が行うことに
なっており、書類作成、届出などの手続きをみなさま
に代わって行います。指定工事業者については、川場
村から配布されているカレンダーの裏面に掲載してあ
りますので、お気軽にご相談ください。

９月10日は下水道の日
下水道利用状況（下水道を使っている世帯）

地区名 処理区域内
世帯数（戸）

接続
世帯数（戸） 利用率（％）

門前地区 117 74 63.2 
谷地地区 244 201 82.4 
川場湯原地区 118 98 83.1 
中野地区 40 36 90.0 
萩室地区 92 76 82.6 
立岩地区 54 52 96.3 
生品地区 260 239 91.9 
天神地区 49 35 71.4 

計 974 811 83.3 

田園整備課 建設係（直通☎25－5072　内線145）
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川場村に寄附をいただきました
故星野久雄様、故星野輝雄様による村への寄附を相続人の星野増雄様からいただきました。

故 星野 久雄 様　金100,000円
故 星野 輝雄 様　金100,000円

いただいた寄附金は、福祉関係事業をはじめとする村の事業全般に活用させていただきます。

『利根沼田新ごみ処理施設整備基本計画（素案）』説明会の開催について
　利根沼田広域市町村圏振興整備組合では、利根沼田５市町村による新たなごみ処理施設建設に向け、基本方針をまとめ
た施設整備基本計画（素案）を策定いたしました。
　つきましては、利根沼田管内居住の皆様を対象に、下記のとおり説明会を開催いたしますので、参加くださいますよう
ご案内いたします。
開催日時　令和７年10月17日（金）午後７時から
会　　場　川場村役場　交流ホール
問合せ先　利根沼田広域市町村圏振興整備組合　
　　　　　一般廃棄物処理推進室　☎22－3202

種類 要件 税額

農耕用

・農耕トラクター
・コンバイン
・田植機
・農業用薬剤散布車
・農耕作業用トレーラー
　　　　　　　　　　など

・乗車装置のあるもので、最高時速35km/h未満 2,400円／台

その他

・フォークリフト
・ロードローダ
・シャベルローラ
・タイヤローラ
　　　　　　　　　など

乗用装置があり

・最高速度15km/h以下
・長さ4.7m以下
・幅1.7m以下
・高さ2.8m以下

上記４つの要件すべてにあてはまるもの。

5,900円／台

　小型特殊自動車の要件にあてはまらない車両（大型特殊自動車）は、固定資産税の課税対象となりますので、償却資産
の申告が必要となります。

小型特殊自動車（申告が必要な車両）

　乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植え機などの農耕用小型特殊自動車や、小型特殊自動車に該当するフォー
クリフトなどは、軽自動車税の課税対象です。これらの車両の所有者は、道路を走行するしないにかかわらず、住民課税
務係で申告し、ナンバープレートの交付を受けてください。また、古い車両を破棄し、新しい車両に買い換えた場合、譲
渡などにより所有者が変わる場合なども申告が必要になります。役場で交付しているナンバープレートは、軽自動車税の
課税のための標識です。

【登録の手続きに必要な物】
・車名（メーカー）、型式、車台番号が確認できるもの（販売・譲渡証明書、車台番号を写した写真など）
・申請者の本人確認書類（運転免許証やマイナンバーカードなど）
※手数料はかかりません。

■その他
・軽自動車税(種別割)は、毎年４月１日現在の所有者に課される税金です。
※ 正当な理由なく申告をしなかった場合は、川場村税条例第88条の規定により10万円以下の過料を科せられることがあり
ます。

農耕用トラクター、コンバイン等小型特殊自動車も
ナンバー登録が必要です

住民課 税務係（直通☎25－5073　内線155）
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　令和７年10月１日を基準日に、国勢調査が行われます。
　国勢調査は統計法という法律に基づいて５年に１度実施
され、日本国内に住む全ての人と世帯を対象とする国の最
も重要な統計調査です。
●調査票の配布に当たって、調査員が９月下旬からご家庭
を訪問します。
● 世帯の皆様からいただく調査への回答は、10月８日の
期限までに、できる限りインターネットでお願いいたし
ます。同封の「インターネット回答利用ガイド」にそっ
て回答してください。（※インターネットで回答いただ
いた世帯は、紙の調査票の提出は不要です。紙の調査票
には何も記入せずに、他に使われないように廃棄してく
ださい。）
　 　また、紙の調査票で回答する場合、同封の返信用封筒
による郵送提出又は調査員による回収が可能です。

調査基準日　令和７年10月１日
調査の対象
　 日本国内に住んでいるすべての人（外国籍の方を含む）
及び世帯
調査の流れ
・調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。
・ 各世帯において、インターネット・郵送での回答を行います。
　【インターネット回答が可能な期間】
　　９月20日（土）～10月８日（水）
　【郵送提出を希望する場合】
　　 10月１日（水）～10月８日（水）の期間に郵便ポストに

投函
・ インターネット、または郵送での回答がなかった世帯に
は調査員が訪問し、紙の調査票を回収します。
ご協力をお願いいたします。

令和７年国勢調査のお知らせ
むらづくり振興課 企画観光係（直通☎25－5071　内線134）

野焼きや不法投棄をなくし、廃棄ビニールを適正に処理していくため、年３回（６・９・11月）収集を行っています。不
用の農業用廃棄ビニールがありましたら、各地区で決められた時間に搬入していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
　なお、農薬の空き容器の処理を、実施いたします。

○地区別日程表　９月18日（木）
　　　　　　　　午前 ８時30分～10時00分　湯原・中野・立岩・天神
　　　　　　　　午前10時00分～11時30分　門前・谷地・萩室・生品
○場所　エコプラント横坂 様（川場村大字中野383－３）
※混雑解消のため、地区ごとに時間が異なりますのでご協力ください。
○留意点　
　① コンテナの場合は上限を超えないようにしてください。
　② 事前にコンテナ下部にガムテープ等で氏名を記載してください。
　③ １台の車両で重量方式とコンテナ方式は両立できませんので、車を分けて搬入してください。
　④ ビニールはしっかり巻き取り、ひとつひとつ縛ってください。
　⑤ 農薬の空き容器を搬出する予定の方は、事前に他の農業用ビニール類と分別してください。金属類（缶など）は回収

できません。
　⑥  農薬の空き容器は残薬がないことを確認し、容器に付着した農薬はよく洗い流し乾かしてください。
　⑦ 詰め替え用の袋（粉状）については、袋中の粉をよく落としてください。
　⑧ タイヤや布団類など取り扱えないものは、混入しないでください。
○収集金額（重量方式かコンテナ方式を選択可）

【農団連会員】重量１㎏当たり50円
　　　　　   蒟蒻コンテナ１つ当たり 29,000円
【一　般】　   重量１㎏当たり60円
　　　　　   蒟蒻コンテナ１つ当たり 32,000円

　この活動は、川場村農業団体連絡協議会の事業費を活用して行っている事業で
すので、農団連の会員の方が対象ですが、廃棄ビニールの適正処理のために、農団連以外の方にも、上記【一般】の金額
で対応させていただいております。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、村外の方はお断りしております。

農業用廃棄ビニール処理について
【お知らせ】農薬の空き容器の処理を実施します。
　　　　　 今回に限り実施となりますのでご承知ください！

川場村農業団体連絡協議会 田園整備課内（直通☎25－5072　内線142）
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　来年４月からの入園児を募集します。ご利用にあたりましては、教育・保育の必要性に応じた支給認定を受ける必要が
あります。令和８年４月から令和９年３月までの間に施設の利用開始を希望される方は、入園申し込みの際に教育・保育
給付認定の申請をしてください。教育・保育給付認定の区分は以下の表のとおりです。
※ かわば森のこども園以外の施設を利用希望される場合は、川場村外での広域入所となります。希望される施設へ直接お
問い合わせいただき、その後役場健康福祉課福祉係へご連絡ください。

◇入園資格（教育・保育給付認定）
１号認定
村内在住の幼児（満３歳になったら入所できます）

① 兄弟姉妹がすでに在園している場合は、優先して選考決
定を行います。

② 園長が必要と認めた場合は、前号の次に優先して選考決
定を行います。

③ その他の希望者は、先着順または抽選、入園時期等によ
り選考決定します。

２号・３号認定
村内に住んでいるか、来年４月までに本村に住む予定の
乳幼児のうち、保育を必要とし、保護者が次のいずれか
に該当する場合。
① 就労している（パートタイムや夜間就労を含む）
※ 令和７年度中に、産後休暇や育児休業から復職予定の方
もお申し込みできます。

② 妊娠・出産（ただし、産後８週間の属する月までの入園
となります。）
③ 疾病、障害がある
④ 同居又は長期入院等している親族の介護・看護をしている
⑤ 災害の復旧にあたっている
⑥ 求職活動（起業準備を含む）
⑦ 就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）
⑧ 虐待やDVのおそれがあること
◇定　　員　80名
◇保育時間
【１号認定者】

※ 保育の必要量に応じて２つの区分に認定されます。月
120時間以上の就労の場合は「保育標準時間」と認定し、
両親の両方又はいずれかが月56時間以上120時間未満の
就労の場合は「保育短時間」と認定されます。
◇利用料　１号及び２号認定者は、令和元年10月より無償
化となっております。
　３号認定者については、保護者の市町村民税額を基に算
定します。
◇副食費（おやつ代含む）利用料の無償化に伴い、２号認定者は、
１号認定者同様に実費徴収となります。３号認定者につきま
しては利用料に含まれていますので、実費徴収はありません。
◇預かり保育における施設等利用給付認定の申請ついて
　教育・保育給付認定において１号認定者が預かり保育を
利用する場合に限りますので、満３歳以上であることが条
件です。施設等利用給付認定申請書を提出し、教育・保育
給付認定とは別に施設等利用給付認定を受ける必要があり
ます。最大、月額1.13万円が無償化されます。来年度入園
予定の１号認定者の方には、来年２月中旬頃、施設等利用
給付認定申請書を送付いたします。

利用申込書等の配布について
配布開始日　９月１日（月）から
配布場所　かわば森のこども園又は役場健康福祉課福祉係窓口
申し込み受付
日時　10月６日（月）午後１時00分から午後３時00分まで
場所　川場村役場２階　202会議室
受付待合室　201会議室

かわば森のこども園　令和８年度　入園児募集のお知らせ

教育・保育
給付

認定区分
対象となる子ども 利用できる

主な施設

１号認定 満３歳以上の就学前子ども
（２号認定を除く）

認定こども園
幼稚園

２号認定 満３歳以上で保護者の就労等に
より保育を必要とする子ども

認定こども園
保育園（※）

３号認定 満３歳未満で保護者の就労等に
より保育を必要とする子ども

認定こども園
保育園（※）

※ 企業主導型保育施設利用を希望される方も認定の手続き
をお願いいたします。（沼田市・ひだまり保育園など）

開園日 月曜日から金曜日

教育標準時間 午前10時00分から午後２時00分
※受入れは午前８時30分から開始

休園日 夏季休園　冬季休園　春季休園

預かり保育
午前７時30分から午前８時30分
午後２時00分から午後６時00分
（別途追加料金有り）

【２号・３号認定者】
開園日 月曜日から土曜日

保育
時間

【保育標準時間】
月曜日から金曜日　午前７時30分から午後６時30分
土曜日　　　　　　午前８時00分から午後６時00分
【保育短時間】
月曜日から土曜日　午前８時30分から午後４時30分

休園日 日曜日　国民の祝日　休日　年末年始

延長
保育

【保育標準時間】
月曜日から金曜日　午後６時30分から午後７時00分
土曜日　なし
（別途追加料金有り）※料金未定
【保育短時間】
月曜日から金曜日　午前７時30分から午前８時30分
　　　　　　　　　午後４時30分から午後７時00分
土曜日　午前８時00分から午後８時30分
　　　　午後４時30分から午後６時00分
（別途追加料金有り）※料金未定

☆☆☆　かわば森のこども園より　☆☆☆
　園内見学をご希望の方は、かわば森のこども園にお電話をください。
日程を調整いたします。（かわば森のこども園　☎ 52－2818）

健康福祉課 福祉係（直通☎25－5074　内線168）
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身近な話題や楽しい情報をお知らせください。　あて先は総務課☎５２－２１１１です。

川場フォト通信

　７月27日（日）、中央公園を会場に「第44回川場まつり」が開催されました。
　当日は、上州武尊太鼓連による迫力ある和太鼓演奏で幕を開け、春駒チェリーズによるだんべえ踊り、マウナケアとア
ロハキラウェアによるフラダンス、風輪による歌謡ショーなど、多彩なステージイベントが繰り広げられ、来場者を楽し
ませました。
　また、こども向けの各種
イベントも行われ、こども
神輿や各地区の神輿が会場
内を練り歩き、祭りの雰囲
気を一層盛り上げました。
　フィナーレには、川場村
の特産品など豪華景品55本
をかけた大抽選会が行われ、
最後まで多くの笑顔と歓声
に包まれました。

夏を彩る　～第44回川場まつり～

　７月30日（水）と８月20日（水）に群馬県に拠点を置く、群馬グリーンウイングス（バレー）と群馬クレインサンダーズ
（バスケ）によるスポーツ教室を開催しました。
この事業は、長期休暇中で放課後児童クラブに長時間滞在するこどもたちに、スポーツ体験を含めた様々な機会を提供する

ことで、家庭や学校以外にもこどもたちが安心して過ごせる居場所づくりを強化することを目的に群馬県が実施するものです。
　普段はあまり交流する機会が少ないプロの選手やジュニアチームのコーチが直接指導を行い、こどもたちはプロの技術
に触れながら笑顔
で汗を流していま
し た。 基 礎 練 習
やデモンストレー
ション、試合形式
のミニゲームでは、
選手たちと交流す
る場面もあり、と
ても貴重な体験と
なりました。

プロスポーツチームによるスポーツ教室が開催されました

旧川場中学校一部開放Day「真夏のがっこう」
８月７日（木）、14日（木）、21日（木）開催

　お子さんから卒業生まで様々な方にご利用いただ
きました！
　勉強やゲーム、絵を描いたり工作をしたりなど、
自分のペースで自由に過ごす様子が見られました。

提灯で回廊を再現! 「別所回廊まつり」
８月15日（金）開催

　満点の星空の下、提灯が灯る幻想的な風景に写真を撮ったり、
ワークショップを楽しむ様子が見られました。
　フィナーレの提灯行列ではお面をかぶり手持ち提灯を灯しな
がら別所地区をゾロゾロと歩き、ちょっぴり妖しくわくわくし
た時間を過ごす
特別な一夜とな
りました。

シン・カワバの夏の取り組み
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　８月８日（金）・９日（土）〔１泊２日〕に千葉県南房総市岩井海岸で行われた海辺体験学習に、30名の子どもたちが参加
しました。初日は風の影響で波も高く少し心配でしたが、子どもたちは歓声を上げながら元気に海水浴を楽しんでいました。
夜には「海ほたる鑑賞」をしたり、浜辺
で花火をしたりするなど、川場村ではで
きない海辺ならではの体験をすることが
でき、子どもたちにとって大切な思い出
になったことと思います。ご協力いただ
いた引率の皆さん、そして、民宿さじべ
えの皆さん、大変お世話になりました。

海辺体験学習

　８月14日（木）から20日（水）までの７日間、川場学園９年生28名が、オース
トラリアで開催された川場村国際交流事業に参加しました。本事業は、国際的
な視野をもち、多様な文化を尊重できる人材の育成を目的として平成７年度に
始まり、これまでアメリカ合衆国ワイオミング州スターバリーを中心に実施さ
れてきました。本年度は、新たな挑戦として、開催地をオーストラリアのシドニー
へと移し、交流の場を広げることにしました。
　生徒たちは、シドニー日本人国際学校をはじめ現地校で交流を深めるととも
に、各家庭にホームステイし、オーストラリアの生活を肌で感じる得がたい経
験を積みました。さらに、市内見学を通じて、シドニーの歴史や文化に直接触れ、
理解を深めるとともに、国際的な視野を養う好機となりました。
　到着直後は、緊張した面持ちも見られましたが、現地コーディネーターや語
学研修講師の温かなサポートを受けるうちに、自信を深め、積極的に英語で交
流する姿が見られるようになりました。
　家族と離れ異国の地で過ごした７日間は、生徒一人一人にとってかけがえのな
い成長の機会となりました。今回の体験で得た学びや気づきを今後の学習や生活
に生かし、国際社会で活躍できる人材へと成長をしていくことを期待しています。

オーストラリアでのホームステイ　～第28回川場村国際交流事業～

　今年設立された 北毛マーチングバンド「SHINIES ORION」が、群馬県マーチン
グコンテストで素晴らしい評価を収め、西関東大会への出場を決定しました。
　大会は10月５日（日）ALSOKぐんまアリーナにて開催されます。
　「SHINIES ORION」は、川場学園の３年生～８年生の17名で活動中です。
　一緒にマーチングを楽しみたい仲間、大歓迎！
　見学はいつでも可能ですので、お気軽にご連絡ください。
お問合せ　 hokumomarchingband.shiniesorion@gmail.com
　　　　　事務局：入澤

群馬県マーチングコンテストで
「北毛マーチングバンド SHINIES ORION」が西関東大会へ！

　天神地区では、公益財団法人群馬県市町村振興協会が実施し
ている「魅力あるコミュニティ助成事業」により、天神地区集
会場内に新しく複合機及び物置を設置しました。
　この助成事業は、サマージャンボ宝くじの収益金によって、
地域住民のコミュニティ活動を支援するため、その活動に必要
な一般備品、伝統芸能品等の整備に対して実施されています。

複合機と物置を新しく購入しました
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　こんにちは！
　地域おこし協力隊の梅田です！

　７月上旬にウッドビレジ川場さんにて木材
の搬出作業をお手伝いさせていただきました！
　下準備が事前にされた木材等一式を限られたスペー
スを最大限有効に活用しながら格納していき、何とか
無事予定していたものすべてをコンテナに入れること
ができました！
　７月に入り、コンテナの中はもはやサウナとも言え
るくらい灼熱でしたが、川場の木材が有効に活用され
ると思うと、非常にうれしい気持ちになりました。
　私も今年度が地域おこし協力隊としてラストイヤー
となります。任期終了後のことを考えなければならな
くなってまいりましたが、川場村の豊かな自然を生か
したさまざまな資源を活用して、全国の方々に川場村
の魅力をより知ってもらえるよう取り組んでいきたい
と考えております！
　さて、スカイビュー
トレイルもいよいよ今
月開催となります。
　暑い中ではあります
が、今月も精一杯取り
組んでまいります！
　今月もよろしくお願
いします！

梅田

「川場村むらの学習館」
内の学習室にて学習し
たり資料を閲覧したり
できます。積極的にご
活用ください。

９月
●休館日カレンダー●

□10日は１８時まで
　○印がお休みです

日

7
14
21
28

月
1
8
15
22
29

火
2
9
16
23
30

水
3
10
17
24

木
4
11
18
25

金
5
12
19
26

土
6
13
20
27休館日

・祝日
・年末年始

開館時間
月・火・土・日　　   
午前10時～午後６時
水・木・金　　     　
午前10時～午後９時

※詳細は、「川場村むらの学習館」にお問合せください。
　代表番号☎ 52－3458

○乳がん・子宮頸がん検診（がん検診各１ポイント）
　９月 ５日（金）　13：00～14：00受付
　９月12日（金）　13：00～14：00受付
　９月22日（月）　13：00～14：00受付
会場：川場村保健センター

○健診結果説明会（１ポイント）
　９月10日（水）　13：30～16：00
　９月25日（木）　13：30～16：00
　　　　　　　　　　※１人あたり30分程度
対象　 今年度の健診を受診した方で、健診結果につ

いて心配なことや相談したいことがある方、
また検査値の読み方等について知りたい方

予約　電話予約

○ウォーキング教室（１ポイント）
　９月26日（金）　10：00～11：30（受付　９：30～）
対象　20歳以上の村民
予約　 電話または予約フォームでご予

約ください。

健康福祉課 健康保険係（直通☎25－5074 内線165)

予約フォーム

住民課 住民係（直通☎25－5073 内線153）

プラマークごみ搬出三か条!!

一、 分別する前に「　　プラマーク」があるか確認し
ましょう！

　　⇒ マークが無い場合は、それはプラマークごみで
はありません。今一度、収集計画表やハンドブッ
クを読んで、正しい分別をしましょう。

一、 「 　　プラマークの日」（第２・第４水曜日）に黒色
のネットに出しましょう！

　　⇒ 違う曜日や黒色ではないネットに出さないよう
にしましょう。

　　※ プラマークごみ用のネットは収集日である第
２・第４水曜日の前日、「第２・第４火曜日」に
配布されますので、それ以外の日に置かれてい
るネットには入れないようにしましょう。

一、 汚れや臭いが落ちないものは可燃ごみとして出し
ましょう！

　　⇒ 汚れや臭いがついたままですと、残念ながら資
源として生まれ変わることができません。汚れ、
臭いが落ちない場合は、時には諦めることも大
事です…。
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　令和７年10月１日から全国720消防本部、5334隊の救急
隊でマイナ保険証を活用した救急業務（マイナ救急）の実証
事業を開始します。
　利根沼田広域消防本部では全救急隊（６隊）で実証事業
に参加します。119番通報時や救急隊到着時にマイナンバー
カードの提示を求められる可能性がありますの で、御協力
をお願いいたします。

マイナ救急とは
救急隊員が傷病者のマイナ保険証（健康保険証として利用登
録したマイナンバーカード）を活用し、傷病者の医療情報等
を閲覧する仕組みのことです。
閲覧情報
「病歴、薬の処方歴、病院の受診歴」が閲覧でき、傷病者の
説明負担が軽減されます。
閲覧を拒否しても、傷病者の不利益は発生しません。

マイナ保険証を活用した
救急業務の実証事業の開始について
利根沼田広域消防本部警防課　☎0278－22－3139

◀ X（旧Twitter）
　総務省消防庁アカウント◀YouTube URL

利根沼田広域消防本部警防課　☎0278－22－3139
　この症状で救急車を呼んでいいのか、自分で病院に
行くならどこの病院に行けばいいのか。そんな時に便
利な電話相談窓口があります。＃7119は常駐の看護
師に24時間年中無休で、相談できます。10月１日か
ら県内全域で運用開始します。ぜひご活用ください。

＃7119とは
　急な病気や怪我をしたときに、救急車を呼んだ方が
よいのか、今すぐ病院に行った方がいいのかなどで迷っ
た際の相談先として、相談員（看護師）から受診の必
要性、対処方法等の適切な助言等の救急電話相談や医
療機関案内を受けることができる電話相談窓口です。
開始時期　令和７年10月１日（水）
相談時間　24時間365日
対応言語　 ８言語（ポルトガル語、スペイン語、フィ

リピン語、英語、ベトナム語、中国語、イ
ンドネシア語、韓国語）

相　談　料　無料（通話料は利用者負担）

群馬県救急安心センター事業
（＃7119）開始について

｢特殊詐欺電話対策装置｣ を抽選で1234名にプレゼント
　オレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺被害は、県内でも後を絶たず、
多くの被害を受けています。
　特殊詐欺は一本の電話から始まることが多いことから、被害防止
には犯人からの電話に出ないことが有効です。固定電話に工事不要
で簡単に設置できる ｢特殊詐欺電話対策装置｣ を設置すると、相手
方に録音する旨の警告音声を発して、自宅の呼出し音が鳴ることから、
録音を嫌う犯人は電話を切ってしまうため、犯人からの電話があっ
たことさえ気付かずに撃退できます。
　設置先のご本人だけでなく、離れて暮らすご家族からも応募できます。
※ 応募いただいた個人情報は、群馬県が厳重に管理し、本キャンペー
ン以外で使用することはありません。
応募期間　 令和７年９月15日（月・祝）～10月31日（金）（ハガキで応

募の場合は当日の消印効）
応募資格　 ①設置者の住所が群馬県内にある個人であること、②設

置先に固定電話があること、③当選後に群馬県からのア
ンケートに協力できること、④転売をしないこと

応募方法　 ①特設サイトから応募、②ハガキ、または、FAXで応募
※ ハガキ・FAXで応募の場合は、｢応募者の氏名・住所・電話番号・
年齢・設置者との関係（続柄）｣｢設置者の氏名・住所・固定電話の
電話番号・年齢｣｢送付先の希望（応募者、または、設置者）を明
記して応募してください。
応募・問合せ先
〒370－0018　群馬県高崎市新保町139－１
株式会社中

チュウコウ

広内 ｢群馬県特殊詐欺被害防止キャンペーン事務局｣
☎027－353－8713
FAX027－353－8718

令和７年度特殊詐欺被害防止キャンペーン
｢どんな詐欺も許さない！｣

◀ 特設サイトは
　こちらから

　家庭教育支援チームによる「カフェ しゃ
べり場」を開催します。家庭や育児、趣味の
ことなど、気軽におしゃべりしませんか？聞
いてもらいたい、相談したい、趣味の輪を広
げたいなど、どんなことでも大丈夫です。ま
ずは一度参加してみませんか？
　気軽にお越しください。お待ちしています。
（代表：金井）
開催日時
９月20日（土）　午前９時～午前12時頃
（おもいっきり探検隊と同日開催）
開催場所
 川場村第一スポーツ広場（芝生のサッカー場）
おもいっきり探検隊「グラウンドゴルフ教室」隣
参加方法
申込不要、当日自由参加、時間内途中参加等自
由（習い事等のお子様の送迎の合間など、時間
内であれば少し立ち寄るだけでも可能です）
連絡先
川場村教育委員会事務局　☎52－3458
kawaba.syaberiba@gmail.com

「カフェ しゃべり場」 開催します
～気軽におしゃべりしませんか?～
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場所：下記は全て川場村保健センター　問合せ：健康福祉課 健康保険係（直通☎25－5074　内線165）
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子育てサロン
　９月４日(木)　10～12時
　対象　０歳～就学前のお子さんと保護者

２歳児歯科検診                                                
　９月９日（火）　12時40分～13時00分受付               
　対象　令和５年５月～８月生まれ              

３歳児健康診査                                           
　９月９日（火）　13時00分～13時20分受付     
　対象　令和４年５月～８月生まれ         

おはなし教室
　９月30日（火）　９時45分～10時15分受付
　対象　令和６年11月～令和７年２月生まれ
　内容　生え始めの歯のお話とブックスタート

りんご広場
　９月30日（火）　９時30分～11時30分
　対象　乳幼児と保護者、妊婦
　予約　 開催日の前日までに、電話等で
　　　　ご連絡ください。

予約フォーム

　９月21日（日）～30日（火）の間、秋の全国交
通安全運動が実施されます。
　下記の重点項目で取り組みます。
① 歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射
材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進

② ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時
の早めのライト点灯やハイビームの活用促進

③ 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルール
の理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進
　交通ルールを守り、交通事故にあわない・起
こさないように心がけましょう。
９月30日（火）は「交通事故死ゼロを目指す日」
 川場村交通安全協力会

秋の全国交通安全運動について

　利根沼田広域消防本部の「個人向け普通救命講習会」を受
講し、心肺蘇生法とAED（自動体外式除細動器）の使用方法
を身に付けましょう。

開催日時　令和７年10月12日（日）
　　　　　午前９時から12時まで（８時30分から受付開始）
開催場所　利根沼田広域東消防署（沼田市利根町平川1269）
定員　10人
申込方法　消防署へ電話でお申し込みください。
申込期間（第４回個人向け普通救命講習会）
９月11日（木）から開催日前日までとし、定員になりしだい締
め切りますので、お早めに申し込みください。
問合せ
詳しいことは中央消防署（☎24－1734）にご連絡ください。

令和７年度第４回
「個人向け普通救命講習会」参加者募集

　川場村歴史民俗資料館では、川場村の教育の歩みをテー
マにした特別展を開催します。
　江戸時代の寺子屋教育から川場学園開校までの軌跡を
辿ります。懐かしい学校の写真や皆さんが慣れ親しんだ
学務品も展示予定です。是非、ご来館ください。

日時　10月１日（水）～11月30日（日）
　　　10時～16時
　　　※月・火・祝日は休館日です。
　　　※11月３日は祝日ですが無料開放しています。
場所　川場村歴史民俗資料館　特別展示室

川場村歴史民俗資料館特別展開催のお知らせ
川場村歴史民俗資料館　☎52－2115

　今年も10月１日の「法の日」を記念して、群馬県
弁護士会による『県下一斉無料法律相談会』が開催
されます。
　相続問題、離婚問題、交通事故、借金、消費者被
害、労働問題等で弁護士のアドバイスが欲しい方など、
この機会に是非ご相談ください。
　お一人様30分の予約制ですので、相談を希望され
る方は、事前にお申し込みください。

日　　時　10月２日（木）午後１時～４時
場　　所　川場村役場２階　203会議室
相　談　員　群馬弁護士会弁護士
問合せ先　住民課住民係
　　　　   （☎直通25－5073　内線152）

無料法律相談
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　こんにちは！りとだよ！
　ぼくは車が大好きで、おうちでは
よく車のおもちゃで遊んでいるよ。
　お姉ちゃんのりんちゃんとは喧嘩
もしちゃうけど、一緒に遊ぶのが大
好きなんだ。
　こども園に行っているから、もし
見かけたらりとくん！って声をかけ
てくれたら嬉しいな！外山 涼

り

翔
と

くん
令和５年６月８日生／萩室

表紙の写真

　昭和42年８月に広報か
わば第１号が発行されてか
ら、今月号で第600号を迎
えることができました。58
年もの歴史がある広報かわ
ばの記念号をこう並べてみ
ると、非常に大きな歴史を感じます。

　猛暑…いや、酷暑の夏。８月５日は伊勢崎
市で41.8度の観測となり、国内史上最高気温
を更新しました。夏のイベントはピークを越
えたところですが、９月も各地で花火大会や
夏祭りがあるかと思います。引き続き熱中症
対策を万全にして楽しみたいところですね。
　さて、この夏の本村の話題では『じゃらん
全国道の駅グランプリ2025』で田園プラザ
が１位を獲得しました。これからもたくさん
の方が川場村へ足を運んでいただけることを
願い、編集後記の結びとしたいと思います。
 須田

編 集 後 記

令和７年７月末
現 在

○世帯数／1,115世帯(＋３)
○人　口／2,926人 (±０)
○　男　／1,403人 (＋２)
○　女　／1,523人 (－２)

人口と世帯

おくやみ ２件
　氏　名 年齢 地 区
今井　まち 93歳 川場湯原
細谷　喜兵衛 96歳 門 前

うぶごえ １件
　氏　名 保護者 地 区
星野　碧

あお

浩史 生 品

たかさご １件
　氏　名 　地　区
井上　優哉 谷 地
星野　朱蘭 沼 田 市

７月１日～７月31日

そら組のお友
達を

紹介していく
よ！

※ 掲載を希望する方は、届出の際に申し出てください。

絵本大スキ！！
こども園にはたくさんの絵本があって
図書館みたい！
毎日見たり借りて楽しんでます！

すぎしま がく くん ふるさわ あきのぶ くん

ふるさわ あきのぶくん（左）すぎしま がくくん（右）

今月が納期です

忘れずに納付しましょう。
口座振替の方は残高の確認をお願いします。
期限までに納付しないときは、延滞金を徴収します。
※ 延滞金額は納期限の翌日から納付の日までの日数に応
じ、年8.7％（納期限の翌日から１ヶ月を経過する日
までの期間においては年2.4％）の割合で計算した額。

国民健康保険税 第３期

上下水道使用料 第２期

学童クラブ保育料 (８月分)

納付期限　９月30日（火）
村税の納付について

９月の主な行事予定

７日(日) 川場村ソフトボール選手権大会

10日(水) 農業委員会総会

19日（金）20日（土）21日（日）
上州武尊山スカイビュートレイル

27日(土) 川場学園第１回運動会

29日(月) 区長定例会


